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集中治療科専門医制度の改定について（通知） 

 

 

 集中治療科専門医制度の改定について下記のとおり通知いたします。 

 

 

記 

 

1. 専門医更新申請（新制度）の要件変更 

日本専門医機構の制度を見据えて、専門医更新申請（新制度）の要件を策定しておりま

すが、新たに要件を見直しました。ホームページに掲載する細則と更新制度の比較表を

確認ください。 

 

2. 専門医更新申請の受付期間変更 

専門医更新申請の受付期間を 6 月 1 日～30 日（消印有効）といたします。 

 

3. 60 歳以上の更新申請前倒しについて 

2023 年で集中治療科専門医制度（旧制度）の受付を終了することになりました。旧制

度での受付は今回限りとなり、2024 年度以降は新制度でしか更新ができなくなります。

そのため、2023 年 3 月 31 日時点で満 60 歳以上の専門医は、有効期限による更新時期

に関わらず、2023 年の旧制度での申請を受け付けます。対象の方には事務局から連絡

をいたしますので、次頁の更新要件の新旧比較を確認のうえ、前倒しの申請を希望する

方は申請の準備をしてください。 

以上 

 

 

 

 



＜専門医更新（旧制度）の必要な業績＞ 

 

＜専門医更新（新制度）の必要な業績＞ 

 

 

＊業績目録（有効期限満了の前年3月31日までの最近5年間） 

業績目録には、制度・審査委員会が定める別表2-1に従い、日本集中治療医学会学術集会（全国大会）

出席1回以上を含め、総合計40単位以上の業績を記載しなければならない。 

学 術 論 文：学術論文（共著可）は別刷または複写を添付すること 

学術集会発表：学術集会発表は、日本集中治療医学会学術集会、支部学術集会および別表 2-2 の関連

学会（全国大会また国際学会）で発表（共同発表可）したものとする（座長、司会、指

定討論者も含む） 

学術集会出席：日本集中治療医学会学術集会（全国大会）1回以上の出席が必要である。学術集会出席

証明は、出席証明書をもって行う（e医学会の参加履歴などの電子証明書を含む）支部

学術集会および別表2-2の関連学会の学術集会出席も記載できる。 

＊業績目録（有効期限満了の前年３月３１日までの最近５年間で５０単位以上） 

業績目録には、制度・審査委員会が定める別表３に従い、合計５０単位以上の業績が必要である。日本集中治療

医学会学術集会（全国大会）出席２回以上、日本集中治療医学会支部学術集会出席１回以上を必須とする。

ただし、学術集会の出席は最大４０単位までとする。 

（１）学術論文：集中治療に関する学術論文（共著可）は別刷または複写を添付すること 

（２）学術集会発表：学術集会発表は、日本集中治療医学会学術集会（全国大会）、日本集中治療医学会

支部学術集会、日本医学会総会、および別表２の関連学会（全国大会または国際学会）で発表したものと

する。学術集会発表証明は学術集会抄録をもって行う。 

（３）学術集会出席：日本集中治療医学会学術集会（全国大会）２回以上、支部学術集会１回以上の出席

が必要である。学術集会出席証明は、出席証明書をもって行う（ｅ医学会の参加履歴などの電子証明書を

含む）日本医学会総会および別表２の関連する学会の出席も記載できる。ただし、学術集会の出席は最大

４０単位までとする。 

（４）セミナー講師・学会誌査読・試験問題作成：必須ではないが、単位として記載できる。 

（５）研究倫理教育講習：eAPRIN の JSICM コース「研究における不正行為」「オーサーシップ」「盗用と見なされる   

行為」）の受講を必須とする。JSICM コースを含んでいれば日本集中治療医学会以外での受講実績も認める。 


